
多治見市平和町、池田町、前畑町、田代町等雨水排水対策協議会設置要綱（案） 

 

（設置） 

第１条 多治見市平和町、池田町、前畑町、田代町等における土岐川流域の浸水被害区

域について、河川管理者及び関係機関並びに地域が一体となって、総合的な雨水排水

対策を推進するための多治見市平和町、池田町、前畑町、田代町等雨水排水対策協議

会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（協議事項） 

第２条 協議会は、次の事項について協議する。 

(１) 多治見市平和町、池田町、前畑町、田代町等における浸水対策実行計画の策定

及び推進に関すること。 

(２) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項 

（組織） 

第３条 協議会は、別表第１に掲げる委員により構成し、市長が委嘱し、又は任命する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、５年とする。ただし、その職又は役職をもって委員となってい

る者については、その職又は役職にある期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長） 

第５条 協議会に会長を置き、多治見市長の職にある委員をもって充てる。 

２ 会長は、協議会を代表し、会議を総括する。 

３ 会長に事故のあるとき、又は会長の欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員

が、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が招集する。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 会長が必要と認めた場合は、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴取する

ことができる。 

（幹事会） 

第７条 会長は、協議会の審議のために必要な調査等のために必要と認めるときは、協

議会内に幹事会を設置することができる。 

２ 幹事会は、別表第２に掲げる者をもって組織する。 

３ 幹事会に幹事長を置き、多治見市下水道課長の職にある者をもって充てる。 

４ 幹事会の会議は、幹事長が必要と認める場合に開催する。 

５ 幹事長は、幹事会での検討結果を協議会に報告するものとする。 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、多治見市水道部下水道課において行う。 

（雑則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定め

る。 

附 則 

資料１ 



この告示は、平成 24 年 2 月 9 日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

区分 職、役職等 

庄内川河川事務所長 

多治見砂防国道事務所長 

国 

岐阜地方気象台長 

県土整備部河川課長 

都市建築部下水道課長 

岐阜県 

多治見土木事務所長 

市長 

副市長 

企画部長 

都市計画部長 

建設部長 

多治見市 

水道部長 

地域住民代表 11 区区長、12 区区長、26 区区長 

学識経験者 ２人 

別表第２（第７条関係） 

区分 職名 

庄内川河川事務所 調査・品質確保課長 

管理課長 

土岐川出張所 所長 

多治見砂防国道事務所 砂防調査課長 

国 

岐阜地方気象台 防災業務課長 

県土整備部河川課 整備担当技術課長補佐 

都市建築部下水道課 事業担当技術課長補佐 

健康福祉部医療整備課 県立病院・看護大学法人担当 

課長補佐 

多治見土木事務所 道路維持課長 

河川砂防課長 

岐阜県 

施設管理課長 

企画部企画防災課 危機管理監 

都市計画部課長 

都市計画部都市政策課長 

開発指導課長 

区画整理課長 

建設部次長 

建設部道路河川課長 

水道部下水道課長 

多治見市 

浄化センター所長 

 


